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(57)【要約】
【課題】インスタントメッセージングサービスのチャッ
トウィンドウにおいてインスタントメッセージとオンラ
イン文書をリンクすること。
【解決手段】一実施形態に係る方法は、インスタントメ
ッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を含
むチャットウィンドウを表示するステップと、前記イン
スタントメッセージ送信者によって送信されたインスタ
ントメッセージに、予め設定された対象単語が含まれて
いるか否かを判断するステップと、前記判断結果に基づ
いて、少なくとも１つの候補リンクの中からリンクを選
択するステップと、前記インスタントメッセージに含ま
れる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマッピ
ングするステップと、前記チャットウィンドウの前記イ
ンスタントメッセージを含む吹き出しにおいて、前記選
択されたリンクにマッピングされた対象単語をハイライ
トするステップとを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおけるインスタントメッ
セージとオンライン文書とのリンク方法であって、
　インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を示すチャットウィ
ンドウを表示するステップと、
　前記インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージに、予
め設定された対象単語が含まれているか否かを判断するステップと、
　前記判断結果に基づいて、前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と少なくと
も１つの候補リンクの中から選択されたリンクとを互いにマッピングするステップと、
　前記チャットウィンドウの前記インスタントメッセージを含む吹き出しにおいて、前記
選択されたリンクにマッピングされた対象単語をハイライトするステップと、
を含むインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法。
【請求項２】
　前記インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをインストールするこ
とに応答して、前記プログラムによって提供される前記対象単語を格納するステップをさ
らに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項３】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマ
ッピングするステップは、
　前記対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最新の急上昇した人気検索語及び人物
情報のうちどれに該当するかに基づいて、前記少なくとも１つの候補リンクの中から前記
リンクを選択するステップを含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項４】
　前記対象単語をアップデートするステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項５】
　前記ハイライトされた対象単語に対する前記インスタントメッセージ受信者のクリック
回数をカウントするステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項６】
　前記対象単語に基づいて前記インスタントメッセージと前記オンライン文書をリンクす
るサービスの利用有無に対する前記インスタントメッセージ受信者の選択を受け付けるス
テップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項７】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマ
ッピングするステップは、
　前記インスタントメッセージ受信者が前記インスタントメッセージに応答するインスタ
ントメッセージを送信する間に、前記インスタントメッセージ送信者によって送信された
インスタントメッセージに含まれた対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマッピン
グする
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
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方法。
【請求項８】
　前記チャットウィンドウの前記インスタントメッセージを含む吹き出しに対するユーザ
のタッチイベントを受け付けるステップと、
　前記タッチイベントに応答して、前記吹き出しと前記インスタントメッセージに含まれ
る対象単語と関連する情報を提供するページとをマッピングするステップと、
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と関連する情報を提供するページを表
示するステップとをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項９】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と関連する情報を提供するページは、
　前記対象単語と関連する詳細情報ページ、前記対象単語と接続された検索リンク、前記
対象単語と関連する広告情報を提供するページ、前記対象単語に対する類似検索語を提供
するページ、前記対象単語と関連する単語リストを提供するページのうち少なくとも１つ
である
ことを特徴とする請求項８に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク
方法。
【請求項１０】
　インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおけるインスタントメッ
セージとオンライン文書とのリンク方法であって、
　インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を含むチャットウィ
ンドウが表示される前記インスタントメッセージ受信者の端末から、前記インスタントメ
ッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージを受信するステップと、
　前記インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージに、予
め設定された対象単語が含まれているか否かを判断するステップと、
　前記判断結果に基づいて、少なくとも１つの候補リンクの中からリンクを選択するステ
ップと、
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマ
ッピングするステップと、
　前記チャットウィンドウの前記インスタントメッセージを含む吹き出しにおいて、前記
選択されたリンクにマッピングされた対象単語がハイライトされるように前記インスタン
トメッセージを加工するステップと、
　前記加工されたインスタントメッセージを前記インスタントメッセージ受信者の端末に
送信するステップと、
を含むインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法。
【請求項１１】
　前記リンクを選択するステップは、
　前記対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最新の急上昇した人気検索語及び人物
情報のうちどれに該当するかに基づいて、前記少なくとも１つの候補リンクの中からリン
クを選択する
ことを特徴とする請求項１０に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリン
ク方法。
【請求項１２】
　前記対象単語がアップデートされたことを、前記チャットウィンドウを介して、前記イ
ンスタントメッセージ受信者の端末及び前記インスタントメッセージ送信者の端末に通知
するステップを含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリン
ク方法。
【請求項１３】
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　前記インスタントメッセージ受信者の端末から、前記ハイライトされた対象単語に対す
る前記インスタントメッセージ受信者のクリック回数に関する情報を受信するステップを
さらに含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリン
ク方法。
【請求項１４】
　前記インスタントメッセージ受信者の端末から、前記チャットウィンドウの前記インス
タントメッセージを含む吹き出しに対するユーザのタッチイベントを受け付けるステップ
と、
　前記タッチイベントに応答して、前記吹き出しと前記インスタントメッセージに含まれ
る対象単語と関連する情報を提供するページとをマッピングするステップと、
　前記インスタントメッセージ受信者の端末に、前記インスタントメッセージに含まれる
対象単語と関連する情報を提供するページを提供するステップとをさらに含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のインスタントメッセージとオンライン文書とのリン
ク方法。
【請求項１５】
　インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおいてインスタントメッ
セージとオンライン文書をリンクする移動端末であって、
　インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を含むチャットウィ
ンドウを表示するタッチディスプレイと、
　前記インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをインストールするこ
とに対応して提供される対象単語を格納するメモリと、
　前記インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージに、予
め設定された対象単語が含まれているか否かを判断して、少なくとも１つの候補リンクの
中からリンクを選択し、前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択され
たリンクとを互いにマッピングし、前記マッピングされた対象単語をハイライトするプロ
セッサと、
を含む移動端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおけるインス
タントメッセージとオンライン文書とのリンク方法及びインスタントメッセージとオンラ
イン文書をリンクする移動端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末の普及率が急速に増加することにより、携帯端末はもはや現代人の生活
必需品として位置づけられることになった。このような携帯端末は、固有の音声通話サー
ビスだけでなく、各種のデータ伝送サービスと様々な付加サービスも提供できるようにな
り、機能上、マルチメディア通信機器に変貌している。
【０００３】
　また、通信技術が発展することにより、携帯端末は、通話及びメッセージの送受信機能
だけでなく、従来のＰＣにおいてのみ可能であったメッセンジャー機能を行うことができ
るようになった。したがって、加入者がモバイルメッセンジャーサーバに接続して、加入
者らとより便利に対話ができる方法が要求されている。
【０００４】
　一方、インスタントメッセージングサービスはユーザ間のチャットメッセージを伝達す
るが、このようなインスタントメッセージングサービスの利用者数が次第に増えることに
より、インスタントメッセージングサービスによってより容易に多様な広告及びオンライ
ン文書などを提供できる方法に対する要求がある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出し（
speech bubble）に含まれた対象単語にリンクを接続して多様なオンライン文書を提供す
ることを課題とする。
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しに
おいて、リンクにマッピングされた対象単語を他の単語とは区別して表示することを課題
とする。
【０００６】
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しに
おいて、ハイライトされた対象単語に対するユーザのクリック回数を用いてオンライン文
書の提供に応じた収益モデルを提供することを課題とする。
　また、一実施形態によれば、ユーザの選択に応じ、対象単語に基づいてインスタントメ
ッセージとオンライン文書をリンクするサービスの提供有無を決定することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法は、インス
タントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおけるインスタントメッセージと
オンライン文書とのリンク方法であって、インスタントメッセージ受信者及びインスタン
トメッセージ送信者を示すチャットウィンドウを表示するステップと、前記インスタント
メッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージに、予め設定された対象単
語が含まれているか否かを判断するステップと、前記判断結果に基づいて、前記インスタ
ントメッセージに含まれる対象単語と少なくとも１つの候補リンクの中から選択されたリ
ンクとを互いにマッピングするステップと、前記チャットウィンドウの前記インスタント
メッセージを含む吹き出しにおいて、前記選択されたリンクにマッピングされた対象単語
をハイライトするステップとを含む。
【０００８】
　上記方法は、前記インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをインス
トールすることに対応して提供される前記対象単語を格納するステップをさらに含んでも
よい。
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマ
ッピングするステップは、前記対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最新の急上昇
した人気検索語及び人物情報のうちどれに該当するかに基づいて、前記少なくとも１つの
候補リンクの中から前記リンクを選択するステップを含んでもよい。
【０００９】
　上記方法は、前記対象単語をアップデートするステップをさらに含んでもよい。
　上記方法は、前記ハイライトされた対象単語に対する前記インスタントメッセージ受信
者のクリック回数をカウントするステップをさらに含んでもよい。
　上記方法は、前記対象単語に基づいて前記インスタントメッセージと前記オンライン文
書をリンクするサービスの利用有無に対する前記インスタントメッセージ受信者の選択を
受け付けるステップをさらに含んでもよい。
【００１０】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリンクとを互いにマ
ッピングするステップは、前記インスタントメッセージ受信者が前記インスタントメッセ
ージに応答するインスタントメッセージを送信する間に、前記インスタントメッセージ送
信者によって送信されたインスタントメッセージに含まれた対象単語と前記選択されたリ
ンクとを互いにマッピングしてもよい。
【００１１】
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　上記方法は、前記チャットウィンドウの前記インスタントメッセージを含む吹き出しに
対するユーザのタッチイベントを受け付けるステップと、前記タッチイベントに応答して
、前記吹き出しと前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と関連する情報を提供
するページとをマッピングするステップと、前記インスタントメッセージに含まれる対象
単語と関連する情報を提供するページを表示するステップとをさらに含んでもよい。
【００１２】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と関連する情報を提供するページは、
前記対象単語と関連する詳細情報ページ、前記対象単語と接続された検索リンク、前記対
象単語と関連する広告情報を提供するページ、前記対象単語に対する類似検索語を提供す
るページ、前記対象単語と関連する単語リストを提供するページのうち少なくとも１つで
あってもよい。
【００１３】
　一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法は、インス
タントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおいてインスタントメッセージと
オンライン文書とのリンク方法において、インスタントメッセージ受信者及びインスタン
トメッセージ送信者を含むチャットウィンドウが表示される前記インスタントメッセージ
受信者の端末から、前記インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタント
メッセージを受信するステップと、前記インスタントメッセージ送信者によって送信され
たインスタントメッセージに、予め設定された対象単語が含まれているか否かを判断する
ステップと、前記判断結果に基づいて、少なくとも１つの候補リンクの中からリンクを選
択するステップと、前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択されたリ
ンクとを互いにマッピングするステップと、前記チャットウィンドウの前記インスタント
メッセージを含む吹き出しにおいて、前記選択されたリンクにマッピングされた対象単語
がハイライトされるように前記インスタントメッセージを加工するステップと、前記加工
されたインスタントメッセージを前記インスタントメッセージ受信者の端末に送信するス
テップとを含む。
【００１４】
　前記リンクを選択するステップは、前記対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最
新の急上昇した人気検索語及び人物情報のうちどれに該当するかに基づいて、前記少なく
とも１つの候補リンクの中からリンクを選択してもよい。
【００１５】
　上記方法は、前記対象単語がアップデートされたことを、前記チャットウィンドウを介
して、前記インスタントメッセージ受信者の端末及び前記インスタントメッセージ送信者
の端末に通知するステップを含んでもよい。
【００１６】
　上記方法は、前記インスタントメッセージ受信者の端末から、前記ハイライトされた対
象単語に対する前記インスタントメッセージ受信者のクリック回数に関する情報を受信す
るステップをさらに含んでもよい。
【００１７】
　上記方法は、前記インスタントメッセージ受信者の端末から、前記チャットウィンドウ
の前記インスタントメッセージを含む吹き出しに対するユーザのタッチイベントを受け付
けるステップと、前記タッチイベントに応答して、前記吹き出しと前記インスタントメッ
セージに含まれる対象単語と関連する情報を提供するページとをマッピングするステップ
と、前記インスタントメッセージ受信者の端末に、前記インスタントメッセージに含まれ
る対象単語と関連する情報を提供するページを提供するステップとをさらに含んでもよい
。
【００１８】
　前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と関連する情報を提供するページは、
前記対象単語と関連する詳細情報ページ、前記対象単語と接続された検索リンク、前記対
象単語と関連する広告情報を提供するページ、前記対象単語に対する類似検索語を提供す
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るページ、前記対象単語と関連する単語リストを提供するページのうち少なくとも１つで
あってもよい。
【００１９】
　一実施形態に係る移動端末は、インスタントメッセージングサービスのチャットウィン
ドウにおいてインスタントメッセージとオンライン文書をリンクする移動端末において、
インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を含むチャットウィン
ドウを表示するタッチディスプレイと、前記インスタントメッセージングサービスを提供
するプログラムをインストールすることに対応して提供される対象単語を格納するメモリ
と、前記インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージに、
予め設定された対象単語が含まれているか否かを判断して、少なくとも１つの候補リンク
の中からリンクを選択し、前記インスタントメッセージに含まれる対象単語と前記選択さ
れたリンクとを互いにマッピングし、前記マッピングされた対象単語をハイライトするプ
ロセッサとを含む。
【発明の効果】
【００２０】
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しに
含まれた対象単語にリンクを接続することにより、別途の検索手続き及び画面切り替えが
なくてもユーザに多様なオンライン文書を提供することができる。
【００２１】
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しに
おいて、リンクにマッピングされた対象単語をハイライトして表示することにより、ユー
ザがオンライン文書にリンクされた単語を容易に区分することができる。
【００２２】
　一実施形態によれば、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しに
おいて、ハイライトされた対象単語に対するユーザのクリック回数をカウントすることに
より、オンライン文書の提供に応じた収益モデルを提供することができる。
【００２３】
　また、一実施形態によれば、対象単語に基づいてインスタントメッセージとオンライン
文書をリンクするサービスの提供有無をユーザが決定するようにすることにより、当該サ
ービスの提供に応じたバッテリ消耗などをユーザが制御するようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】一実施形態に係るインスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウに
おいてインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法が行われるシステム環境
を示す図である。
【図２】一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法が移
動端末において行われる過程を示すフローチャートである。
【図３】一実施形態に係る移動端末においてインスタントメッセージとオンライン文書と
のリンク方法が行われた結果を示す図である。
【図４】図３において、ユーザが、リンクが接続された対象単語をタッチした時を示す図
である。
【図５】一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法がサ
ービスサーバにおいて行われる過程を示すフローチャートである。
【図６】一実施形態により、インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウ
においてインスタントメッセージとオンライン文書をリンクする移動端末のブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。但し、本発明は一実
施形態によって制限されたり限定されたりすることはない。また、各図面に提示された同
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一の参照符号は同一の部材を示す。
【００２６】
　図１は、一実施形態に係るインスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウ
においてインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法が行われるシステム環
境を示す図である。一実施形態に係るシステム環境は、移動端末１１０及びサービスサー
バ１３０を含んでもよい。
【００２７】
　移動端末１１０は、無線インターネットまたは無線通信網などのネットワーク網５０を
介して、サービスサーバ１３０からインスタントメッセージングサービスを提供する（ア
プリケーション）プログラムをダウンロードしてインストールすることができる。
【００２８】
　これにより、移動端末１１０には、サービスサーバ１３０が提供する一実施形態に係る
インスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウにおいてインスタントメッセ
ージとオンライン文書をリンクするサービスが提供されることができる。
【００２９】
　サービスサーバ１３０は、移動端末１１０がインスタントメッセージングサービスを提
供するプログラムと共にインスタントメッセージとオンライン文書をリンクするサービス
の提供対象となる対象単語のセット（ｓｅｔ）を移動端末１１０に提供することができる
。
【００３０】
　移動端末１１０は、インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをイン
ストールすることに対応して提供される対象単語をメモリなどのような格納装置に格納す
る。
【００３１】
　サービスサーバ１３０は、移動端末１１０に格納された対象単語を周期的または非周期
的にアップデートすることができ、アップデートが行われれば、移動端末のチャットウィ
ンドウを介して対象単語のアップデートが行われたことを知らせることができる。
【００３２】
　以下において、「インスタントメッセージングサービス」は、無線インターネットまた
は有線インターネットを介して、メモ、文字メッセージ、ファイル、資料などをリアルタ
イムで送信して、リアルタイムでチャットを行うことができるようにするサービス及びこ
れと関連するサービスを含む意味として用いる。
【００３３】
　図２は、一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法が
移動端末において行われる過程を示すフローチャートである。インスタントメッセージン
グサービスのチャットウィンドウにおいてインスタントメッセージとオンライン文書との
リンク方法は次の通りである。
【００３４】
　移動端末は、インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをインストー
ルすることに対応して提供される対象単語をメモリまたはレジストリなどに格納すること
ができる（Ｓ２０１）。ここで、対象単語は、オンライン文書をリンクさせる対象となる
単語であり、例えば、商業的なキーワード、専門用語、最新の急上昇した人気検索語及び
人物情報別のセットで構成されてもよい。対象単語は初めからプログラム内に含ませても
よく、サービスサーバから周期的にダウンロードしてアップデートしてもよい。
【００３５】
　また、対象単語は、対象単語に対するユーザの利用量や対象単語とリンクされたページ
へ移動した後のユーザの活動に応じて加工分析されたフィードバック結果を反映して再び
設定することもできる。
　移動端末は、インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者を含む
チャットウィンドウを表示する（Ｓ２０３）。ここで、インスタントメッセージ受信者及
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びインスタントメッセージ送信者を含むチャットウィンドウは図に示すようなものであっ
てもよい。
【００３６】
　移動端末は、対象単語に基づいてインスタントメッセージとオンライン文書をリンクす
るサービスの利用有無に対するインスタントメッセージ受信者の選択を受け付けることが
できる。これにより、移動端末は、当該サービスの利用有無に対するインスタントメッセ
ージ受信者の選択が「ＯＮ」であるか否かを判断することができる（Ｓ２０５）。
【００３７】
　Ｓ２０５において、インスタントメッセージ受信者が当該サービスを利用することを選
択した場合（すなわち、インスタントメッセージ受信者の選択が「ＯＮ」である場合）、
移動端末は、インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメッセージ
に、予め設定された対象単語が含まれているか否かを判断する（Ｓ２０７）。
【００３８】
　Ｓ２０７での判断結果、インスタントメッセージに含まれた単語のうち予め設定された
対象単語が含まれていれば、移動端末は、少なくとも１つの候補リンクの中からリンクを
選択する（Ｓ２０９）。Ｓ２０９において、移動端末は、対象単語が商業的なキーワード
、専門用語、最新の急上昇した人気検索語及び人物情報のうちのどれに該当するかに基づ
いて、少なくとも１つの候補リンクのうち１つのリンクを選択することができる。すなわ
ち、対象単語がデパート、その他の売り場などのように商業的なキーワードであれば、移
動端末は、当該キーワードに対応する最も代表的なリンク（例えば、デパートのメインペ
ージに対応するリンク）または最もユーザの選択回数の高い１つのリンクだけを選択する
ことができる。
【００３９】
　一方、Ｓ２０７において、インスタントメッセージに含まれた単語のうち予め設定され
た対象単語が含まれていなければ、移動端末は、チャットウィンドウにインスタントメッ
セージ送信者によって送信されたメッセージを続けて表示したままサービス動作を終了し
てもよい。
【００４０】
　移動端末は、インスタントメッセージに含まれた対象単語と選択されたリンクとを互い
にマッピングする（Ｓ２１１）。
　Ｓ２１１において、移動端末は、インスタントメッセージ受信者がインスタントメッセ
ージに応答するインスタントメッセージを送信する間に、インスタントメッセージ送信者
によって送信されたインスタントメッセージに含まれた対象単語と選択されたリンクとを
互いにマッピングすることができる。したがって、インスタントメッセージ送信者とイン
スタントメッセージ受信者間にメッセージをやりとりする動作がなければ、インスタント
メッセージに含まれた対象単語と選択されたリンクとを互いにマッピングしなくてもよい
。
【００４１】
　移動端末は、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しにおいて、
選択されたリンクにマッピングされた対象単語をハイライトする（Ｓ２１３）。ここで、
「ハイライト」はユーザがリンクにマッピングされた対象単語を容易に区別するようにす
るためのものであって、「ハイライト」の他に、リンクにマッピングされた対象単語を点
滅して表示したり、対象単語の色を変更したり、または図３のように対象単語にアンダー
ラインを表示したりしてもよい。
【００４２】
　ここで、仮に対象単語が予め指定された場合には、上述したハイライト等によって区別
して予め示すことができる。
　この他にも、ユーザ（ここでは、インスタントメッセージ受信者）は、吹き出し内に含
まれたインスタントメッセージの特定単語を部分選択した後、通常の「コピー／全部選択
」等のように単語に対する処理を行うことができる。一実施形態では、このように単語に
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対する処理時に通常の「コピー／全部選択」の以外に「検索」のようなメニューをさらに
提供することにより、ユーザが選択した単語を対象単語に設定することもできる。
【００４３】
　移動端末は、ハイライトされた対象単語に対するインスタントメッセージ受信者のタッ
チ回数をカウントすることができる（Ｓ２１５）。ここで、ハイライトされた対象単語に
対するインスタントメッセージ受信者の「タッチ」は、スタイラスペンなどの道具を利用
したタッチ、インスタントメッセージ受信者の身体の一部（例えば、指）を利用したタッ
チのような直接なタッチの以外にも、タッチディスプレイにおいてハイライトされた対象
単語に近接した動作の認識などを全て含む意味として用いることができる。
【００４４】
　この他に、移動端末は、サービスサーバからの対象単語に対するアップデート情報の提
供により、対象単語を周期的または非周期的にアップデートすることができる。
【００４５】
　図３は、一実施形態に係る移動端末においてインスタントメッセージとオンライン文書
とのリンク方法が行われた結果を示す図である。
　一実施形態に係るインスタントメッセージングサービスのチャットウィンドウは、イン
スタントメッセージ受信者及びインスタントメッセージ送信者の各々が送信するメッセー
ジを区分して表示する。
【００４６】
　例えば、インスタントメッセージ送信者のメッセージがチャットウィンドウの左側に吹
き出しの形態で表示された場合、これに応答して送信したインスタントメッセージ受信者
のメッセージはチャットウィンドウの右側に吹き出しの形態で表示することができる。
【００４７】
　図３のチャットウィンドウにおいて、インスタントメッセージ送信者が送信したメッセ
ージは、"ナコムス（訳注；韓国の人気インターネットラジオ番組）を聞いてたの。ねえ
、退屈なんだけど…。どこか行く所ないのかな？"である。
【００４８】
　また、これに応答したインスタントメッセージ受信者のメッセージは、"今日、明洞デ
パートにキム・テヒさんが来るんだって。ショッピングがてら一緒に見に行かない？"で
ある。
　ここで、それぞれのメッセージに含まれた単語中、「ナコムス」、「明洞デパート」及
び「キム・テヒ」が予め設定された対象単語であると仮定する。
【００４９】
　そうすると、一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方
法により、対象単語には選択された１つのリンクが接続され、選択されたリンクがマッピ
ングされた対象単語は、吹き出し内で他の単語とは区別して表示されることができる。す
なわち、リンクがマッピングされた対象単語は、ハイライトされるか、あるいは図３のよ
うに「ナコムス」、「明洞デパート」及び「キム・テヒ」にアンダーラインが表示される
。
【００５０】
　これにより、ユーザは当該単語にリンクが接続されたことを容易に把握することができ
、吹き出し内に表示された当該単語をタッチすることによって、ウィンドウ（またはプロ
グラム）を切り替えなくても迅速にオンライン文書の提供を受けることができる。
【００５１】
　この他にも、選択されたリンクがマッピングされた対象単語は、吹き出し内で他の単語
と同様に表示されてもよく、選択されたリンクがマッピングされた対象単語は、吹き出し
内ではない外部において別途のページ（または、別途のウィンドウ）に提供されてもよい
。
【００５２】
　ユーザ（ここでは、インスタントメッセージ送信者またはインスタントメッセージ受信
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者）が、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しをタッチしたと仮
定する。
【００５３】
　そうすると、ユーザのタッチイベントを受信した端末は、タッチイベントに応答して、
吹き出しとインスタントメッセージに含まれた対象単語と関連する情報を提供するページ
とをマッピングさせた後、インスタントメッセージに含まれた対象単語と関連する情報を
提供するページを表示することができる。
【００５４】
　ここで、インスタントメッセージに含まれた対象単語と関連する情報を提供するページ
は、対象単語と関連する詳細情報ページ、対象単語と接続された検索リンク、対象単語と
関連する広告情報を提供するページ、対象単語に対する類似検索語を提供するページ、対
象単語と関連する単語リストを提供するページのうち少なくとも１つであってもよい。
【００５５】
　例えば、「ナコムス面白いよ」という内容のインスタントメッセージを含む吹き出しが
あり、ユーザが当該吹き出しをタップあるいはタッチしたとする。
　そうすると、端末の画面は、当該メッセージと関連する詳細情報ページに移動した後、
当該メッセージの内容（より具体的には、当該メッセージに含まれた対象単語である「ナ
コムス」）に基づいた広告ページを表示するか、対象単語である「ナコムス」と類似する
検索語またはこれと関連する単語リストを提供するページを表示することができる。
【００５６】
　すなわち、「ナコムス」という単語そのものに検索リンクをかけたり、インスタントメ
ッセージの内容中の「ナコムス」という単語だけを別に抽出したりして検索語リストを表
示するか、「ナコムス」と関連する「ナコムスをダウンロードする」広告や「ナコムスＴ
シャツ」、「汝矣島コンサート」等のような形で広告あるいは関連する単語リストを表示
することができる。
【００５７】
　図４は、図３において、ユーザが、リンクが接続された対象単語をタッチした場合の動
作を示す図である。
　図３で説明したように、アンダーラインで表示された単語「ナコムス」、「明洞デパー
ト」及び「キム・テヒ」は、リンクがマッピングされた対象単語である。したがって、図
４の左図のようにユーザが当該単語をタッチすれば、タッチディスプレイの画面には、図
４の右図のように当該単語にリンクされたオンライン文書が提供される。
【００５８】
　例えば、ユーザが「キム・テヒ」をタッチした時には、図４の右図のようにタッチディ
スプレイの画面にはキム・テヒに関する人物情報が提供される。この他にも、ユーザが「
ナコムス」をタッチすれば、タッチディスプレイには、単語「ナコムス」にマッピングさ
れたリンクによって接続されたオンライン文書が提供される。
【００５９】
　ここで、「ナコムス」にマッピングされるリンクは、少なくとも１つの候補リンクの中
から選択されたリンクであり、対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最新の急上昇
した人気検索語及び人物情報のうちどれに該当するかに基づいて選択されることができる
。
【００６０】
　例えば、当該単語が「ナコムス」のように最新の急上昇した人気検索語であれば、最新
の急上昇した人気検索語と関連して設定された候補リンクのうち１つのリンクを選択する
か、当該単語と関連してユーザによってリアルタイムで最も多く選択されたリンクが選択
されてもよい。
　また、当該単語が「明洞デパート」のように商業的なキーワードであれば、対象単語の
主体が提供したリンクが選択されてもよい。
【００６１】
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　一実施形態によれば、上述したようにリンクが接続された対象単語をユーザがタッチな
どによって選択すれば、端末は、リンクが接続された対象単語の検索に対する結果画面を
直ちに示すことができる。
【００６２】
　この他にも、端末は、リンクが接続された対象単語の検索に対する結果画面を端末の外
部（例えば、サファリなどのような端末内のブラウザーや端末の近傍にある指定されたＰ
Ｃのブラウザーなど）に提供するか、管理者が予め指定した検索結果画面あるいは特定サ
ービスページ、または、ユーザが直接選択したブラウザーに提供することもできる。
【００６３】
　図５は、一実施形態に係るインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法が
サービスサーバにおいて行われる過程を示すフローチャートである。
　一実施形態に係るサービスサーバによってサービスインスタントメッセージングサービ
スのチャットウィンドウにおいてインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方
法は次の通りである。
【００６４】
　サービスサーバは、インスタントメッセージ受信者の端末から、インスタントメッセー
ジ送信者によって送信されたインスタントメッセージを受信する（Ｓ５０１）。
【００６５】
　ここで、インスタントメッセージ受信者の端末には、インスタントメッセージングサー
ビスを提供するプログラムがインストールされることによって、インスタントメッセージ
受信者及びインスタントメッセージ送信者を含むチャットウィンドウが表示される。
【００６６】
　サービスサーバは、インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタントメ
ッセージに、予め設定された対象単語が含まれているか否かを判断する（Ｓ５０３）。
　Ｓ５０３の判断結果、インスタントメッセージに含まれた単語のうち予め設定された対
象単語が含まれていれば、サービスサーバは、少なくとも１つの候補リンクの中からリン
クを選択する（Ｓ５０５）。
【００６７】
　一方、インスタントメッセージに含まれた単語のうち予め設定された対象単語が含まれ
ていなければ、サービスサーバは、Ｓ５１３に進行して、対象単語がアップデートされた
か否かを判断することができる。
【００６８】
　Ｓ５０５において、サービスサーバは、対象単語が商業的なキーワード、専門用語、最
新の急上昇した人気検索語及び人物情報のうちどれに該当するか基づいて、少なくとも１
つの候補リンクの中からリンクを選択することができる。
　サービスサーバは、インスタントメッセージに含まれた対象単語と選択されたリンクと
を互いにマッピングする（Ｓ５０７）。
【００６９】
　サービスサーバは、チャットウィンドウのインスタントメッセージを含む吹き出しにお
いて、選択されたリンクにマッピングされた対象単語がハイライトされるようにインスタ
ントメッセージを加工する（Ｓ５０９）。ここで、「ハイライト」はユーザがリンクにマ
ッピングされた対象単語を容易に区別するようにするためのものであって、「ハイライト
」の他に、リンクにマッピングされた対象単語を点滅して表示したり、対象単語の色を変
更したり、または図３のように対象単語にアンダーラインを表示したりしてもよい。
【００７０】
　サービスサーバは、インスタントメッセージ受信者の端末から、ハイライトされた対象
単語に対するインスタントメッセージ受信者のクリック回数に関する情報を受信して、当
該オンライン文書の提供に対する収益構造に活用することができる。
【００７１】
　サービスサーバは、加工されたインスタントメッセージをインスタントメッセージ受信
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者の端末に送信する（Ｓ５１１）。
　上述したＳ５０３～Ｓ５０９の過程は、端末に含まれたアプリケーションプログラムに
よって行われてもよい。
　サービスサーバは、対象単語がアップデートされたか否かを判断することができる（Ｓ
５１３）。
【００７２】
　Ｓ５１３において、対象単語がアップデートされていれば、サービスサーバは、対象単
語がアップデートされたことを、チャットウィンドウを介して、インスタントメッセージ
受信者の端末及びインスタントメッセージ送信者の端末に通知することができる（Ｓ５１
５）。
　仮に、Ｓ５１３において、対象単語がアップデートされていないのであれば、サービス
サーバは別途の動作なしに終了してもよい。
【００７３】
　図６は、一実施形態により、インスタントメッセージングサービスのチャットウィンド
ウにおいてインスタントメッセージとオンライン文書をリンクする移動端末のブロック図
である。一実施形態に係る移動端末６００は、タッチディスプレイ６１０、プロセッサ６
３０、メモリ６２０及びネットワークモジュール６４０を含む。
【００７４】
　タッチディスプレイ６１０は、インスタントメッセージ受信者及びインスタントメッセ
ージ送信者を含むチャットウィンドウを表示する。
　プロセッサ６２０は、インスタントメッセージ送信者によって送信されたインスタント
メッセージに、予め設定された対象単語が含まれているか否かを判断して、少なくとも１
つの候補リンクの中からリンクを選択し、インスタントメッセージに含まれた対象単語と
選択されたリンクとを互いにマッピングし、マッピングされた対象単語をハイライトする
。この他にも、プロセッサ６２０は、インスタントメッセージングサービスのチャットウ
ィンドウにおいてインスタントメッセージとオンライン文書とのリンク方法を円滑に行う
ように各構成要素を制御する。
【００７５】
　メモリ６３０は、インスタントメッセージングサービスを提供するプログラムをインス
トールすることに対応して提供される対象単語を格納する。
　ネットワークモジュール６４０は、無線インターネットまたは無線移動通信網等を介し
てサービスサーバから必要な情報またはプログラムなどを送受信する。
【００７６】
　本発明の一実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段によって行うことができる
プログラム命令の形態で実現されても良く、かかるプログラム命令は、コンピュータ読み
出し可能媒体に記録されてもよい。前記コンピュータ読み出し可能媒体は、プログラム命
令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせたものを含んでもよい。前
記媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために特別に設計して構成されたもので
もよく、コンピュータソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり
使用可能なものであってもよい。コンピュータ読み出し可能記録媒体の例には、ハードデ
ィスク、フロッピーディスク及び磁気テープのような磁気媒体（magnetic media）、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（optical media）、フロプティカルディスク（flo
ptical disk）のような磁気－光媒体（magneto-optical media）、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、
フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を格納して遂行するように特別に構成され
たハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例には、コンパイラによって作られる
ような機械語コードだけでなく、インタープリタなどを用いてコンピュータによって実行
できる高級言語コードが含まれる。前記したハードウェア装置は、本発明の動作を行うた
めに１つ以上のソフトウェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆
も同様である。
【００７７】
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　以上のように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上記
の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者で
あれば、このような記載から多様な修正及び変形が可能である。
【００７８】
　したがって、本発明の範囲は、説明された実施形態に限定されて定められるものではな
く、特許請求の範囲及び特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである
。
【符号の説明】
【００７９】
　５０：ネットワーク網
　１１０：移動端末
　１３０：サービスサーバ

【図１】 【図２】
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